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令和６年度 米子市測量等業務入札参加資格審査申請書提出要領

米子市の測量等業務の指名競争入札に参加を希望する者は、次の事項に注意して提出書類を作成し、提出す

ること。

１ 受付期間 令和６年１月１６日（火）から同年２月２９日（木）まで（日曜日及び土曜日並びに国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午

後４時３０分まで

２ 提出先 〒683-8686 米子市加茂町一丁目１番地 米子市総務部契約検査課

TEL:0859-23-5366 FAX:0859-23-5367

３ 提出方法 持参又はとっとり電子申請サービスを利用する方法若しくは郵便若しくは信書便（書留等）

とする。

４ 提出書類

提出書類
市内

業者

市外

業者
備考

入札参加資格審査申請書類チェックシート（測量等

業務）
○ ○ ※「作成者チェック欄」に✔を記入して提出すること。

測量等業務入札参加資格審査申請書（様式第１号） ○ ○

入札参加資格希望表（様式第２号） ○ ○ ※ 要件を満たした希望する業務に○を記入すること。

総括表（様式第３号） ○ ○

測量等業務実績調書（様式第４号） ○ ○

※ 様式の内容を満たしているものであれば、自社作成による

ものでも可

※ 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７

１７号）、地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第

７１８号）又は補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建

設省告示第１３４１号）に基づく登録を受けた者は、国土交

通大臣に提出した直前１年の現況報告書の写しに代えること

ができる。

技術者経歴書（様式第５号） ○ ○

※ 様式の内容を満たしているものであれば、自社作成による

ものでも可

※ 建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程又は

補償コンサルタント登録規程に基づく登録を受けた者は、国

土交通大臣に提出した直前１年の現況報告書の写しに代える

ことができる。

使用印鑑届（様式第６号） ○ ○
※ 使用印鑑は、代表者役職印又は個人印とすること。（会社印

は不可）

市税等同意書兼誓約書（様式第７号） ○ ○

役員等調書兼照会承諾書（様式第８号） ○ ○

※ ①法人にあっては非常勤・監査役を含む役員、②その他の

団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者・

理事等、③個人事業者にあっては当該個人について記載する

こと。※２部提出のこと。（１部はコピー可）

登録営業所一覧表（様式第９号） － △
※様式第１号で営業所登録（受任者）の有無が「有」の場合は

必要

※登録できる営業所は１か所を限度とする。

法人にあっては直前１年の貸借対照表、損益計算書、完成

業務原価報告書及び利益処分（損失利益）に関する書類、

個人にあっては直前１年の貸借対照表、損益計算書及び完

成業務原価報告書

〇 〇

※ 建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程又は

補償コンサルタント登録規程に基づく登録を受けた者は、国

土交通大臣に提出した直前１年の現況報告書の写しに代える

ことができる。

業務を行うことについて法令その他規程に基づく登録をし

ている場合は、その登録の証明書の写し
△ △

※ 測量業者登録、建築士事務所登録、不動産鑑定業者登録、

建設コンサルタント登録規程に基づく登録、補償コンサルタ

ント登録規程に基づく登録、地質調査業者登録規程に基づく

登録、計量証明事業登録など
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注）○：必要な書類、△：該当者のみ必要な書類

５ 資格の有効期間

令和７年５月３１日までとする。ただし、令和７年度の入札参加資格が決定されるまでの間は、引き続き

その効力を有するものとする。

６ 注意事項

(1) 次に掲げる者には、入札参加資格を認めない。

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第１項において準用する同令１６

７条の４第１項の規定に該当する者

② 測量等業務入札参加資格審査申請書（（４）において「申請書」という。）又はその添付書類に虚偽

の記載をした者又は重要な事実について記載をしなかった者

③ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先との取引の停止等の事実があり、経営状態が著しく不

健全であると認められる者

④ 測量業務の入札参加資格を希望する者で、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の

規定による測量業者としての登録を受けていないもの

⑤ 建築関係建設コンサルタント業務の入札参加資格を希望する者で、建築士法（昭和２５年法律第２

０２号）第２３条第１項の規定による建築士事務所の登録を受けていないもの

⑥ 消費税及び地方消費税並びに米子市の市税等を滞納している者

⑦ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

又は暴力団員を役員等（役員、支配人その他経営に事実上参加している者をいい、非常勤である者を

含む。）としている者

(2) 公契連の統一様式での申請は、受け付けない。

(3) フラットファイルにとじて提出する場合は、金属製金具を使用しないこと。 クリップ留め、ホチキス又

は紐でとじてもよい。

(4) 申請書を郵便又は信書便により提出する場合は、書留又はこれに準じたものにより送付すること。この場

合は、令和６年２月２９日（木）午後４時３０分までに到着したものに限り、受け付ける。

(5)各様式の押印（使用印鑑届（様式第６号）の使用印欄への押印を除く。）については、申請者等が個人事

業主であって、当該申請者等が氏名を自署する場合は、その押印を省略することができる。

市内の営業所に配置されている技術者のうちに、技術士法

（昭和５８年法律第２５号）による登録を受けている者又

は（一社）建設コンサルタンツ協会の行うＲＣＣＭ資格試

験に合格し、その登録を受けている者がある場合は、その

登録証の写し

△ △

法人にあっては当該法人の登記事項証明書、

個人にあっては当該個人の住民票の抄本
○ ○

※ 登記事項証明書は、履歴事項全部証明書又は現在事項全部

証明書

※ 申請日前３か月以内に発行されたもの

※ コピー可

消費税及び地方消費税の納税証明書 ○ ○
※ 証明書様式その３又はその３の２若しくはその３の３

※ 申請日前３か月以内に発行されたもの

※ コピー可

委任状 － △ ※ 年間を通じて委任する場合

受付票返信用封筒等 △ △
※ 受付票が必要な場合

※ 切手を貼った返信用封筒又は受付用はがき


